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資料１



１－１ 厚生労働省通知の内容(その１)
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平成30年2月7日付け厚生労働省通知により、次の項目
について協議の上、合意を得るよう要請があった。
①2025年を見据えた構想区域において担うべき医療
機関としての役割

②2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

公立病院及び公的医療機関等2025プラン策定対象医療
機関(県内65医療機関、以下「政策医療を担う中心的
な医療機関等」)だけでなく、その他の病院及び有床
診療所(県内約430医療機関)も協議対象とされ、平成
30年度中の協議開始を求められている。

⇒県調整会議として、地域調整会議での取扱方針を示す
必要がある。



１－２ 県調整会議の協議方法
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• 県下全域に影響を与える医療機関は、地域調整会議だ
けでなく県調整会議でも協議を行う。

• 地域調整会議と同様、県調整会議でも協議方法等を新
たに決定する必要がある。

⇒「県調整会議の取扱い」

 協議方法：統一様式による個別説明

 合意の確認方法：出席委員の過半数の合意

 合意を得られなかった場合の対応：
繰り返し協議を行う



１－３ 地域調整会議の協議方法等
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区分 政策医療を担う中心的な
医療機関等

その他の病院及び有床診療所

協議
方法

個別説明（「統一様式」） 地域調整会議で決定する方法

(スライド６～７で詳細説明)

時期 平成29～30年度 平成30年7月以降

項目 医療機関や構想区域の現状
と課題
地域において今後担うべき
役割
病床機能ごとの推移(現状、
6年後、2025年)
診療科の推移
病床稼働率や紹介率・逆紹
介率(数値目標)

地域において今後担うべき
役割
病床機能ごとの推移(現状、
6年後、2025年※)＝病床機
能報告を活用
※ 病床機能報告では任意であるため、
必要に応じて聞き取り等

その他地域調整会議が必要
と認める項目



１－４ 地域調整会議の合意の確認方法
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区分 政策医療を担う中心的な
医療機関等

その他の病院及び有床診療所

確認
方法

【時期】
「統一様式」による協議の
都度《医療機関ごと》

【方法】
出席委員の過半数の合意※

【合意を得られなかった場合
の対応】
繰り返し協議を行う

【時期】
地域調整会議又は協議項目
の都度

【方法】
出席委員の過半数の合意

【合意を得られなかった場合
の対応】
繰り返し協議を行う

※これまでは、「協議」を「情報共有・意見交換」と位置付けていたが、
今回の厚生労働省通知に基づき、協議の結果(合意の有無)を確認する
こととする。そのため、既に平成29年度に協議を実施した医療機関に
ついては、改めて合意を確認することとなる。



１－５ 「その他の病院及び有床診療所」の協議方法等

6

○「その他の病院及び有床診療所」の協議方法について
は、「地域調整会議で決定」する。

(理由)
協議対象の医療機関数に地域差があるため、各医療

機関の役割や病床数などを協議する方法については、
地域の実情に応じて、地域調整会議が決定するものと
する。

《参考データ：対象医療機関数》平成28年度病床機能報告より
熊本・上益城 ：210～220医療機関
八代、天草 ： 40～ 50医療機関
有明、菊池 ： 30～ 40医療機関
宇城、芦北、球磨： 20～ 30医療機関
鹿本、阿蘇 ： 10～ 20医療機関



１－５ 「その他の病院及び有床診療所」の協議方法等
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• 「その他の病院及び有床診療所」の協議は、 「統一
様式」又は準じる様式※１による協議のほか、病床機
能報告結果を一覧にした資料を用い、一括※２して行
うこともできることとする。
※１ 今後の担うべき役割や診療科、病床数等を含む。
※２ 一括協議を行う医療機関の範囲は、地域調整会議で決定する。

• 上記に関わらず、過剰な病床機能への転換、非稼働病
床を有する医療機関については、医療法や通知に基づ
き、個別に協議する。



２－１ 厚生労働省通知の内容(その２)
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厚生労働省通知では、次の項目について具体的な対応
を求めている。

非稼働病棟(過去1年間に一度も入院患者を収容しな
かった病床のみで構成される病棟をいう。)を有する
医療機関は調整会議に出席し、
①非稼働の理由と今後の計画の説明を行う。

②再稼働をしようとする場合は、医療従事者の確保
に係る方針、他の医療機関の診療実績、将来の医
療需要の動向等を踏まえた議論を行う。

開設者の変更(個人間の継承含む)を行う医療機関は調
整会議に出席し、今後担うべき役割や機能について説
明をする。



２－２ 非稼働病棟を有する医療機関の協議方法
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県調整会議として、地域調整会議に示す取扱方針

• 毎年度、県は、直近の病床機能報告の結果から非稼働
病棟を有する医療機関を把握し、地域調整会議に報告
する。

• 地域調整会議は、個別に当該医療機関からの説明を求
め、その都度協議の上、合意を確認する。

• 地域調整会議は、必要に応じて部会等(地域調整会議
の委員の中から医師会等の推薦を受けて構成、事務
局：県又は保健所)を設置し、部会から一括して、説
明内容やその他聞き取り結果を地域調整会議に報告
し、協議を行うことができるものとする。



２－３ 開設者を変更する医療機関の協議方法
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県調整会議として、地域調整会議に示す取扱方針

• 県は、本年7月以降に開設者の変更※に係る計画等を
把握した場合、地域調整会議に報告する。

• 地域調整会議は、直近の会議で当該医療機関からの説
明を求め、その都度協議の上、合意を確認する。
※開設者変更の例：医療法人の変更(事業譲渡等)、公立病院の経営形態
の変更

※開設者(医療法人)の代表者のみの変更は、これに該当しない。

• 地域調整会議は、必要に応じて部会等(地域調整会議
の委員の中から医師会等の推薦を受けて構成、事務
局：県又は保健所)を設置し、部会から一括して、説
明内容やその他聞き取り結果を地域調整会議に報告
し、協議を行うことができるものとする。



３－１ 熊本・上益城地域調整会議運営部会について
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【運営部会の構成員】 ☆：部会長

氏名 所属・役職

☆ 田中 英一 熊本市医師会 副会長

金澤 知徳 青磁野リハビリテーション病院 理事長

永田 壮一 東熊本病院 理事長

林 茂 にしくまもと病院 院長

宮崎 隆一 宮崎眼科医院 理事長

山地 陽一 上益城郡医師会 会長

山田 一隆 高野病院 理事長

米満 弘一郎 熊本機能病院 理事長

渡邉 賀子 帯山中央病院 理事長



３－２ 熊本・上益城地域調整会議運営部会について
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【協議状況】
 平成30年7月3日 於：熊本市医師会館
• その他の病院及び有床診療所についての協議方法
や協議項目について協議

 平成30年7月20日 於：熊本市医師会館
• その他の病院及び有床診療所についての協議方法
や協議項目について運営部会として決定



４－１ 熊本・上益城地域調整会議の協議方法(案)
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 事前協議を行うための「審査部会」を関係医師会ご
とに設置する。

【その他の病院及び有床診療所】
 県は病床機能報告から一覧表を作成し、審査部会に
報告する。

 同部会は、病床機能の内容や病床稼働率が低い理由
等について聞き取りを行う。

【非稼働病棟を有する医療機関及び開設者の変更を行う
医療機関】
 当該事項を把握した県は審査部会に報告する。
 同部会は事前協議を行う。



４－２ 熊本・上益城地域調整会議の協議方法(案)

14

 審査部会長から事前協議の内容等を調整会議に報告
し、調整会議は協議を行い、合意を確認する。

 合意の確認方法：出席委員の過半数の合意

 合意の基準：熊本県地域医療構想の基本事項(病床機
能の分化及び連携等)に合致するか確認する

 合意を得られなかった場合の対応：
繰り返し協議を行う



４－３ 熊本・上益城地域調整会議の協議スケジュール(案)
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【第1回会議(7/30)】
• 運営部会から協議方法の報告
• 至急案件の協議

【第2回会議(11月頃)】
• H29病床機能報告結果より非稼働病棟を
有する医療機関の協議

• 開設者変更を行う医療機関の協議

【第3回会議(3月頃)】
• 非稼働病棟を有する医療機関の協議
• 開設者変更を行う医療機関の協議
• その他の病院及び有床診療所の協議
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